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押上駅前自転車駐車場が４月にオープンします

自転車駐車場のご利用を
　放置自転車は、歩行者や緊急車両の通行の妨げとなり、命を奪
う事故につながる場合もあるほど危険なものです。区では、放置
自転車をなくすため、区内の各駅周辺に自転車駐車場を設置して
おり、東京スカイツリーⓇの開業で利用者の増加が見込まれる押上
駅の駅前にも、4月1日に自転車駐車場を開設します。区の自転
車駐車場などを利用し、安全で快適なまちをつくりましょう。

新しく開設する2階建ての押上駅前自転車駐車場は、2620台の自転車が駐輪できる
ほか、屋上部分が憩いのスペースとなります

　昨年10月に区内の駅周辺で区が
行った調査では、合計1629台の放
置自転車が確認されました。
　放置自転車は、歩行者の通行を妨
げ、特に車椅子を利用している方や、
ベビーカーを押している方、目の
不自由な方、高齢者等の安全な通行
を脅かし、大変迷惑です。また、緊急
車両の通行や、災害時の避難・救助

　区では、迷惑な放置自転車をなく
すため、区内の駅周辺を「自転車放
置禁止区域」に指定し、各駅周辺に
自転車駐車場を設置しています。
　東京スカイツリーの開業により、
利用者の増加が見込まれる押上駅に
ついては、観光客を迎える玄関口と
して魅力的で安全な周辺環境を確保
するため、駅前広場を整備するほか、
4月1日（日）に「押上駅前自転車駐
車場」をオープンします。
　この自転車駐車場は、通勤・通学
用の1か月単位の「定期利用」と、

買物等に便利な「当日利用」があり、
2620台の自転車が駐輪できます。
「定期利用」の空き状況などについ
ては、お問い合わせください。
　なお、屋上部分は、東京スカイツ
リーを見ながらゆったりと過ごせる
空間として整備し、雨水利用システ
ムや太陽光パネルなど、環境に配慮
した設備を導入しています。
［所在地］押上1－8－25［構造］地上
2階建て（屋内）［使用料等］右表の
とおり

活動の妨げとなり、重大な事故につ
ながってしまうこともあります。

放置自転車は、みんなの迷惑です

4月1日オープン！押上駅前自転車駐車場

自転車駐車場をご利用ください
　登録制自転車駐車場の平成24年
度分の利用登録は、一斉受付を終了
しました。ただし、収容台数に空き
がある下表の自転車駐車場について
は、先着順で登録を受け付けてい
ます。利用を希望する方は、直接、
土木管理課（区役所10階）へお申し
込みください。なお、区ホームペー

ジから電子申請もできます。
　また、新しくオープンする押上駅
前自転車駐車場と、錦糸町駅北口地
下・南口地下自転車駐車場は、1回
50円で当日利用もできますので、
買物などに、ぜひ、ご利用ください。
［問合せ］土木管理課交通安全担当
‹5608－6203

■空きがある自転車駐車場（3月12日現在）
利用形態 駅・名称 費用

定期利用 ▼両国駅東口（ラック）・西口　 ▼東向島駅高架下　

▼鐘ヶ淵駅北・南　 ▼業平橋駅第二　 ▼本所吾妻橋
駅第二・第三・第四・西臨時　 ▼八広駅高架下・第
一・第二・新四ツ木橋下　 ▼菊川駅北口第二・新大
橋通り北・新大橋通り南　 ▼東あずま駅駅前・線路
沿　 ▼錦糸町駅牡丹橋通り

登録手数料（年額）
2000円

▼押上駅前　 ▼錦糸町駅北口地下 使用料（月額） ▼一般
＝1000円　 ▼ 学生
＝700円

当日利用 ▼押上駅前　 ▼錦糸町駅北口地下・南口地下 使用料（1回）50円

 本紙発行日には、各収容台数に達している場合もありますので、ご了承ください。
  押上駅前自転車駐車場の使用時間は午前4時45分～翌日の午前0時45分、錦糸町駅北
口地下・南口地下自転車駐車場の使用時間は午前4時半～翌日の午前1時です。
 小村井駅第一・第二自転車駐車場は、無料でご利用になれます。登録は不要です。
  押上駅前自転車駐車場の開設に伴い、押上駅第二・南口臨時北・南口臨時南・桜橋通
り際仮設・浅草通り押上側・浅草通り業平側の各自転車駐車場は、今月末で廃止とな
ります。

多発する交通事故を防止するため
自転車利用のルールとマナーを守りましょう

▼自転車は、車道が原則、歩道は例外　 ▼車道は左側を通行　 ▼歩道
は歩行者優先で、車道寄りを徐行　 ▼安全ルールを守る（飲酒運転・
二人乗り・並進の禁止、夜間のライト点灯、交差点での信号遵守と一
時停止・安全確認等）　 ▼子どもはヘルメットを着用　

▼傘差し運転や携帯電話を使用しながらの運転の禁止

すみだ女性センター

小梅
通り 曳舟

川通
り

押上駅中之郷
自転車駐車場

とうきょうスカイツ
リー駅

（旧業平橋駅）

東武伊勢崎線

京
成
押
上
線

都営浅草線

押上駅
（地下）東

武
橋

押上駅前自転車駐車場
東京スカイツリー

おしなり橋
北十間川

浅草通り 四
ツ
目
通
り

東
京
メ
ト
ロ

　
　

半
蔵
門
線

桜
橋
通
り

京
成
橋

東京ソラマチ®

駅前
広場

2つの矩形が寄り添うシンボルは、
墨田区在住・在勤者、企業やNPOなどと、
区および区職員との協働・協治を表すものです。

●2面以降の主な内容
2面…緑と花の学習園さくらまつり
3・4面…講座・教室・催し・募集
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すみだと全国の旬間歳時記

●  ３月29日：「第１回墨堤さくら
まつり」が開催された日

　隅田川の浄化が進み、区の木 
｢さくら｣の咲き誇る墨堤が、春の
すみだを代表する景観となったこ
とを受け、昭和55年のこの日から
「さくらまつり」が始まった。今年
も桜の開花中に開催される予定で、
模擬店や茶屋などが軒を連ねる。



テレビ・ネット・電話もケーブルで。ご相談は地元の J:COMすみだ まで ‹0120-999-000（9:00～21:00）広 告

開設します
国民健康保険料の休日納付相談窓口
　国民健康保険料の納付相談窓口を日
曜日に開設します。平日に仕事等で来
庁できない方は、ぜひ、ご利用ください。
［とき］3月25日（日）午前9時～午後4
時［ところ］国保年金課（区役所2階）
［問合せ］国保年金課こくほ保険料係
‹5608－6523

東日本大震災義援金の受付期間を延長します
　ゆうちょ銀行での口座振替と区の窓口で東日本大震災義援金を受
け付けています。この度、3月31日までだった受付期間を9月30
日まで延長しました。
［受付期間］9月 30日（日）まで［ゆうちょ銀行振替口座］00140－ 8
－507・日本赤十字社 東日本大震災義援金　＊郵便局の窓口での
取扱いの場合は、送金手数料が無料となります。［直接受付窓口］区
民活動推進課（区役所14階）［問合せ］区民活動推進課区民活動推進
担当‹5608－6592

●区の窓口でお預かりした義援金の総額（2月29日現在）

　9728万8206円

＊ 住民基本台帳および
外国人登録による

世帯 13万4147（＋ 9）
人口 25万0272（－12）
男 12万4950（－24）
女 12万5322（＋12）

＊（　）内は前月比

区の世帯と人口（3月1日現在）

まもなく開通・開園します

「おしなり橋」と「おしなり公園」
より美しいまち並みづくりを進めます

ごみ・資源物の早期収集エリアの一部変更

春を感じてみませんか

緑と花の学習園さくらまつり

4月からの負担割合が据え置きになりました

70歳～74歳の方の医療費

ぜひ、ご来館ください

小さな博物館の新規認定とリニューアルオープン

　4月1日（日）に、平成21年度から整
備工事を行っていた北十間川に架か
る人道橋「おしなり橋」が開通し、北
十間川（東武橋～京成橋間）の河川敷
に「おしなり公園」が開園します。
　これに先立ち実施する完成記念式
典の後、「おしなり橋」の渡り初めが

できます。
［渡り初めの実施日時］3月31日（土）
午前10時～　＊午前9時半開会の完
成記念式典の進行状況により時間は
前後する場合あり［ところ］おしなり
橋（業平2－19地先）［問合せ］道路公
園課工務担当‹5608－6291

　ごみのない美しいまち並みを実現
するため、区では、平成22年4月から、
主要幹線道路周辺などの一部地域で、
ごみと資源物の早期収集（通常より早
い時間帯での収集）を行っています。
この早期収集をより効率的に行うた
め、4月から収集の順路を変更します。
　この変更に伴い、早期収集に該当
していない地域においても、収集時
間が変更になる場合がありますので、

ご理解とご協力をお願いします。
　なお、ごみ・資源物を出していた
だく時間の変更はありませんので、
収集日の朝（午前8時まで）に、決めら
れた集積所へお出しください。また、
マンション等の集合住宅にお住まい
の方は、集合住宅で指定されている
日時・場所にお出しください。
［問合せ］すみだ清掃事務所‹3613
－2228

　緑と花の学習園（文花2－12－17）
では、桜の開花予想時期に合わせ、
下表のとおりイベントを開催します。

［とき］4月7日（土）［問合せ］環境保全
課緑化推進担当‹5608－6208　

　70歳～ 74歳で、病院等の窓口で支
払う医療費の負担割合が1割の方につ
いて、4月から負担割合を2割に見直
すことが予定されていましたが、平
成25年3月までは、1割のまま据え置
くことになりました。
　このため、現在、負担割合が1割の

方には、4月以降有効の新しい高齢受
給者証を今月末までにお送りします。
　なお、負担割合が3割の方は、これ
までどおりで、変更はありません。
［問合せ］国保年金課こくほ資格係
‹5608－6121

　区では、〝産業〞や〝文化〞に関する
コレクションを紹介する「小さな博物
館」運動を行っています。
　この度、新たに2館の「小さな博物

館」を認定しました。また、1館が4月
から、リニューアルオープンします。
［問合せ］産業経済課産業振興担当
‹5608－6186

■漆
しっ

工
こう

博物館
　漆塗りの道具・作品などを展示し
ています。
［所在地・電話番号］向島3－38－10・
‹3622－1626［開館日時］火・木・
土・日曜日午前10時～午後4時　＊祝
日を除く［入館料］無料　＊来館には
事前予約が必要
■ちいさな硝

がら

子
す

の本の博物館
　硝子に関する書籍や硝子製品を展
示しています。
［所在地・電話番号］吾妻橋1－19－8・
‹6240－4065［開館日時］水曜日～
日曜日午前10時～午後7時［入館料］
無料

　「セイコー時計資料館」は、4月から
「セイコーミュージアム」としてリ
ニューアルオープンします。時計の
成り立ちから最新機種まで、時計の
進化を体感することができます。
［所在地・電話番号］東向島3－9－7・
‹3610－6248［開館日時］火曜日～
日曜日午前10時～午後4時　＊祝日・
年末年始を除く［入館料］無料

新規認定新規認定 リニューアルオープンリニューアルオープン

イベント名 時間 定員・費用・持ち物・申込み
よしず作り体験コー
ナー

午前10時～　＊材料
がなくなり次第終了

［費用］無料［申込み］当日直接会場
へ

剪
せん

定
てい

枝を使った木工
細工コーナー
ハーブを使った香り
袋作り

おしなりくんと写真
撮影

午前10時～10時半 ［定員］先着20人［費用］無料［申込
み］当日直接会場へ

緑のカーテン作りミ
ニ講習会

▼午前10時～正午　

▼午後1時～2時　
＊時間内に随時実施

［定員］各先着10人程度［費用］無料
［申込み］当日直接会場へ　＊参加
者には種などをプレゼント

緑化相談 ▼午前10時～正午　

▼午後1時～3時
［費用］無料［申込み］当日直接会場
へ

お休み処
どころ

「緑茶サー
ビス」

［定員］各先着50人［費用］無料［申
込み］当日直接会場へ

クイズラリー 午前10時～午後3時 ［定員］先着100人［費用］無料［申
込み］当日直接会場へ　＊参加者
には種などをプレゼント

苗（スイートピーな
ど）の無料配布

▼午前11時～　 ▼午
後2時～　＊先着順に
2鉢ずつ配布し、なく
なり次第終了

［定員］各先着100人［費用］無料
［持ち物］持ち帰り用の袋［申込み］
当日直接会場へ

春のミニガーデン作
り

午後1時～2時 ［定員］先着15人［費用］1000円程
度（花苗代）［持ち物］持ち帰り用
の袋［申込み］3月21日午前9時か
ら電話で環境保全課緑化推進担当
‹5608－6208へ

4月から、名称が変わります
城東交通事故相談所

　区役所1階において、交通事故のト
ラブルに関する無料相談を実施してい
る城東交通事故相談所の名称が、4月
から、「墨田交通事故相談所」に変わ
ります。なお、相談所の所在地や相談
日時等に変更はありません。
［問合せ］ ▼城東交通事故相談所‹3625
－7451　 ▼すみだ区民相談室‹5608
－1616

　＝電話　 　＝ファクス　 　＝ Eメール　 　＝ホームページアドレス暮らし
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　＝電話　 　＝ファクス　 　＝ E メール　 　＝ホームページアドレス

＝内容　 ＝種別　 ＝対象　 ＝定員　 ＝費用　 ＝持ち物　 ＝申込み　 ＝問合せ

広 告 初婚・再婚・中高年　婚活を応援致します。全国仲人連合会押上支部　　 03-3624-5909

暮らし
健康
・福祉

仕事
・産業子ども

文化・
スポーツ

税金
 ・国保 イベント

ぽけっと
（区主催以外）

区政
その他

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

 

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

区民体育大会

▶区民ハイキング 4月8日（日）午前7時半～　
＊歩程は約3時間

石垣山（神奈川県小田原市）
＊ JR 錦糸町駅北口に午前7
時半集合　＊往復電車を利用

500円（保険料込み）　＊交通費（3000円程度）は別途自己負担　
弁当、飲物、雨具兼防寒用の上着等　＊山歩きに適した靴で参加
費用を持って直接、3月30日午後4時までに、スポーツ振興課ス

ポーツ振興担当（区役所11階）へ　 墨田区野外活動連盟　小林正克 
3622－4551

▶剣道大会 4月22日（日）午前9時～午後
6時

区総合体育館（錦糸4－15－
1）

▶個人戦＝段級別の部　▶団体戦＝小学生・中学生の部　 1人
200円　＊当日支払　 申込書を直接または郵送で4月3日（必着）
までに墨田区剣道連盟事務局　加藤昭信（〒130－0024菊川1－17
－2－608） 3846－0973へ　＊申込書は申込先と、スポーツ振興
課（区役所11階）で配布

民踊連盟講習会 4月10日（火）、5月8日（火）
午後6時半～ 8時

二葉小学校（石原2－1－5） 「夢色音頭」、「TOKYO スカイツリーおどり」など　 無料　 当
日直接会場へ　 墨田区民踊連盟　高橋 志津子 3622－2816

室内テニススクール 4月12日、5月10日、7月12
日、10月25日、11月8日、
平成25年2月7日いずれも木
曜日▶第1部＝午後6時～ 7
時20分　▶第2部＝午後7時
20分～ 9時

区総合体育館（錦糸4－15－
1）

初心者、初級、中級、上級　 区内在住在勤在学の方　 各日
各部1500円　＊第1部と第2部を通しての参加は2000円　＊第1部
のみ、親子（親1人・子ども1人）での参加が可能で、その場合は親子
で2500円　 テニスシューズ（室内用の運動靴）、硬式ラケット　

住所・氏名・年齢・電話番号・種別・希望の部を直接または電話、
はがき、ファクス、Ｅメールで4月6日（必着）までに墨田区庭球協会
事務局 相沢宗良（〒130－0013錦糸1－4－13） 3622－7454・ 

3623－0574・ sumida-tennis-ass@snow.ocn.ne.jpへ

ちょっと楽しいスポーツ
教室（各コース全20回）

▶外手小学校コース＝4月
28日～平成25年2月23日の
土曜日午後2時～ 4時　▶第
四吾嬬小学校コース＝5月
12日～ 25年3月9日の土曜
日午後2時～ 4時　＊日程の
詳細は申込先へ

▶外手小学校コース＝外手
小学校（本所2－1－16）ほか
▶第四吾嬬小学校コース＝
第四吾嬬小学校（京島3－64
－9）ほか

バドミントンやニュースポーツ（ミニテニス・ビーチボールバレー
等）の紹介・体験　 区内在住在勤の成人　 各コース40人（抽選）

各コース4200円（保険料込み）　＊4月8日（日）に各会場で抽選会
（▶外手小学校＝午後2時～　▶第四吾嬬小学校＝午前10時～）を行
い、受講決定者はその場で費用を支払　＊抽選会に参加できなかっ
た受講決定者には、別途支払方法等を通知　 4月3日までに、ス
ポーツ振興課スポーツ振興担当（区役所11階） 5608－6312へ

　

イ
ベ
ン
ト

大江戸すみだ職人展「技
わざ

市
いち

・楽
らく

z
ざ

a」＂春はすみだの
方角が「吉」＂

3月24日（土）～ 28日（水）
午前10時～午後5時

すみだリバーサイドホール 
2階イベントホール（区役所
に併設）

▶すみだの職人による製作実演・作品展示　▶特別展「名誉区民 
押絵羽子板 西山鴻

こう

月
げつ

展」　【入場料】無料　 期間中、直接会場へ　
文化振興課文化行事担当 5608－6180

墨田区吹奏楽団第32回定
期演奏会

3月25日（日）午後2時～　 
＊開場は午後1時半

曳舟文化センター（京島1－
38－11）

【曲目】パガニーニの主題による変奏曲、丘の上のレイラ ほか　【入
場料】無料　 当日直接会場へ　 家庭センター 3625－5177

墨堤さくらまつり 桜 の 開 花 期 間 中　 ＊ 観 光
コーナーは3月31日～ 4月8
日の毎週土・日曜日午前10
時～午後4時のみ　＊イベン
トの開催日時は問合せ先へ
＊隅田公園内の提

ちょう

灯
ちん

の点灯
は、まつり開催期間中の日
没～午後9時半

▶観光コーナー、向嶋芸
げい

妓
ぎ

茶屋＝桜橋デッキスクエア
▶模擬店、ござの無料貸出
し＝墨堤遊歩道沿い　▶イ
ベント＝桜橋上

▶観光コーナー＝土産品の販売・福引　▶イベント＝太鼓演奏、
かっぽれ踊り、ちんどん獅

し

子
し

舞
まい

、アラビアンダンス等　 期間中、
直接会場へ　 墨田区観光協会 5608－6951　＊都立東白鬚公
園（堤通2－2－1）では、「さくら堤通り花まつり」を4月10日（火）ま
で開催

伊豆高原荘「伊豆らんらん
倶楽部バスツアー」

▶5月8日（火）～ 10日（木）
▶5月22日（火）～ 24日（木）
＊いずれも2泊3日

【宿泊先】伊豆高原荘　＊区
役所玄関前に午前9時集合

（錦糸公園前に午前9時20分
集合でも可）

「小室山公園」または「大室山さくらの里」でのつつじ鑑賞、「土肥
金山」の見学等　 各先着40人　 各2万560円（区内在住在勤者は
100円引き）　＊昼食代は別途自己負担　 3月21日午前9時から電
話で伊豆高原荘 0557－54－1108へ

　
ぽ
け
っ
と

「表示登記の日」無料相談 4月2日（月）午前9時～午後4
時

東京法務局墨田出張所（菊川
1－17－13）

土地・建物の調査や測量、境界問題、不動産の表示登記などに関
する相談　 当日直接会場へ　 東京土地家屋調査士会墨田支部

3611－1202

不動産鑑定士による不動
産の無料相談会

4月3日（火）午前10時～午後
4時

アルカキット錦糸町前広場
（JR 錦糸町駅北口）

当日直接会場へ　 （社）東京都不動産鑑定士協会 3268－
6001

＝内容　 ＝種別　 ＝対象　 ＝定員　 ＝費用　 ＝審査方法　 ＝持ち物　 ＝申込み　 ＝問合せ

暮らし
健康
・福祉

仕事
・産業子ども

文化・
スポーツ

税金
 ・国保 イベント

区政
その他

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

　

子
ど
も

ジュニアリーダー研修生
の募集

小学生に指導するための、ゲーム・軽スポーツ・キャン
プ等の実習など　【研修期間】4月～平成25年3月（毎月1回、
土曜日または日曜日）　＊宿泊キャンプ（年3回程度）もあり
＊高校3年生までの間、1年を単位として継続受講可　【研
修場所】区内外の教育施設（小・中学校、青少年施設）ほか　

区内在住の中学校1年生（24年4月1日現在）

先着50人　 無料　＊保険料・宿泊費等は一部自己負担　 3月
21日午前9時から申込書を直接または、ファクスで生涯学習課青少
年担当（区役所11階） 5608－6311・ 5608－6411へ　＊受付は
4月6日午後5時まで　＊申込書は生涯学習課で配布しているほか、
区ホームページから出力可

 

仕
事
・
産
業

「フロンティアすみだ塾」
塾生の募集

中小企業の事業を継承し、次代を担う人材を育成するた
めの講義（毎月）の受講や企業の視察・合宿等　【開催期間】
5月～平成25年3月　【開催場所】区役所会議室ほか　 原
則、区内中小企業の後継者・若手経営者で、おおむね45歳
までの方　 10人程度（選考）　 10万円　＊企業の視察・
合宿にかかる費用は別途自己負担　 書類選考

申込書を直接または、ファクスで4月13日までに、すみだ次世代
経営研究協議会事務局（区役所14階・産業経済課内） 5608－
6188・ 5608－6934へ　＊申込書は、産業経済課、すみだ中小
企業センター（文花1－19－1）で配布しているほか、区ホームペー
ジから出力可　 産業経済課産業振興担当 5608－6188
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＝内容　 ＝種別　 ＝対象　 ＝定員　 ＝費用　 ＝持ち物　 ＝申込み　 ＝問合せ

暮らし
健康
・福祉

仕事
・産業子ども

文化・
スポーツ

税金
 ・国保 イベント

ぽけっと
（区主催以外）

区政
その他

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

　

健
康
・
福
祉

メタボ対策体操（全3回） 4月6日・13日・20日いずれ
も金曜日午前10時～ 11時半

すみだ健康ハウス（東墨田1
－2－6）

エクササイズなど　 40歳以上で、医師から運動を制限されて
いない方　 先着20人　 3000円（入館料込み）　＊各日での受講
も可（1日1000円）　 事前に、すみだ健康ハウス 3610－5711へ

筋トレ・ストレッチ体操
「筋力の衰えを少しでもス
トップ !!」（各コース全43
回）

4月9日～平成25年3月25日
の月曜日▶1コース＝午前9
時半～ 10時半　▶2コース
＝午前11時～正午　＊4月
30日、12月24日、祝日、年
末年始を除く

立花ゆうゆう館（立花6－8－
1－102）

区内在住在勤の60歳以上で、医師から運動を制限されていない
方　 各コース35人（抽選）　 無料　 3月26日までに立花ゆう
ゆう館 3613－3911へ

折り紙教室「季節の花を折
りましょう！」（全3回）

4月9日・16日・23日いずれ
も月曜日午後1時半～ 3時半

すみだ福祉保健センター（向
島3－36－7）

区内在住で60歳以上の方　 20人（抽選）　 300円　 3月
25日までに、すみだ福祉保健センター 5608－3721へ

初心者向け書道教室（全6
回）

4月11日 ～ 5月16日 の 毎 週
水曜日午前10時～正午

区内在住で60歳以上の方　 30人（抽選）　 無料　 すずり、
墨汁、下敷き、文鎮、太筆（3号～ 5号）、細筆、筆記用具　 3月
25日までに、すみだ福祉保健センター 5608－3721へ

介護予防のための「うんど
う習慣日」

4月～平成25年2月の第3水
曜日と、25年3月21日（木）
の午後1時半～ 2時半　＊25
年1月16日を除く

若宮公園（本所2－2－19）　
＊外手集会所（本所2－6－
9）に午後1時半集合

トレーナーの指導を受けながら、公園内の「うんどう遊具」を使っ
て体を動かす　 区内在住の65歳以上で、医師から運動を制限さ
れていない方　 各日先着30人　 無料　 事前に高齢者福祉課
高齢者相談担当（区役所4階） 5608－6178へ

介護予防のための「高齢者
体力測定会」（握力、開眼
片足立ち、5ｍ最大歩行速
度など5種目）

4月27日（金）▶午前コース
＝午前9時半～午後0時半　
▶午後コース＝午後1時半～
4時半

すみだリバーサイドホール 
2階イベントホール（区役所
に併設）

区内在住の65歳以上で、1年以内に体力測定を受けていない方　
各コース60人（抽選）　 無料　 飲物、汗拭きタオル　＊当日

は動きやすい服装で参加　 4月13日までに高齢者福祉課高齢者相
談担当（区役所4階） 5608－6178へ

介護予防のための「高齢者
筋力向上トレーニング教
室」（各コース全12回）

▶火曜日コース＝5月8日～
7月31日の火曜日（7月17日
を除く）　▶金曜日コース＝
5月11日～ 8月3日の金曜日

（6月29日を除く）　＊いず
れも午後1時～ 2時45分

区総合体育館（錦糸4－15－
1）

高齢者向けの機器を使った無理のない運動　 区内在住で65歳
以上の初心者　＊ほかにも要件あり（詳細は申込先へ）　 各コース
10人（抽選後、当選者の中から選考）　 無料　＊4月23日（月）午後
2時～ 3時に現地で実施する説明会で、医師の診断書（費用は自己負
担）または特定健康診査等受診結果票の提出が必要　 4月13日ま
でに高齢者福祉課高齢者相談担当（区役所4階） 5608－6178へ

　

子
ど
も

おはなしひろば 3月24日（土）午前10時半～
11時

八広図書館（八広5－10－1
－104）

おはなし、パネルシアターなど　 小学校低学年以下　 無料
当日直接会場へ　 八広図書館 3616－0846

おもちゃの広場 3月27日（火）午前9時45分～
正午

家庭センター（亀沢3－24
－2）

日本グッド・トイ委員会認定の「おもちゃコンサルタントマスター」
によるおもちゃ選びのアドバイス　 区内在住の乳幼児とその保護
者　 無料　 当日直接会場へ　 家庭センター 3623－5043

すみだ観光まちびらき「ぼ
くらの、わたしたちの東
京スカイツリー®観察日記」

4月1日（日）～ 8日（日）午前
8時半～午後5時

区役所1階アトリウム 区内の小・中学生が撮影した東京スカイツリー定点観測写真の展
示　【入場料】無料　 期間中、直接会場へ　 生涯学習課青少年
担当 5608－6311

ジュニア育成春季ソフト
テニス教室

4月8日～ 6月24日の▶小学
生＝毎週日曜日午前9時～
11時　▶中学生＝毎週日曜
日・祝日と、4月30日（月）
の午前9時～正午

墨田五丁目テニスコート（墨
田5－16－14）

　

小学校4年生～中学生　 無料　 テニスシューズ（運動靴）　 
＊ラケットの無料貸出しあり　 住所・氏名・年齢・電話番号を電
話または、はがき、ファクスで各開催日（必着）までに墨田区ソフトテニス
連盟事務局　猪飼直茂（〒131－0041八広2－12－11） ・ 3617
－4123へ　＊当日会場でも申込可

 

文
化
・

　
　
ス
ポ
ー
ツ

史跡めぐり「すみだ花暦」 4月6日（金）午前9時半～正
午　＊区役所1階アトリウム
に午前9時20分集合

木母寺（堤通2－16－1）、向
島百花園（東向島3－18－
3）、長命寺（向島5－4－4）
ほか　＊往復バスを使用

区内在住在勤の方　 先着24人　 ▶高校生以上＝150円　 
▶65歳以上の方＝70円　＊いずれも向島百花園の入園料（中学生以
下は無料）　 3月22日午前8時半から電話で生涯学習課文化財担当

5608－6310へ

　近年、「相手は誰でもよかった」などという
無差別な犯罪が報道されているのを耳にするよ
うになりました。皆さんは、ある日突然、犯罪
の被害に遭ったらどうしますか。
　犯罪被害者とその家族は、生命を奪われる、
けがを負わされる、財産を失うなどの直接的な
被害を受けるだけでなく、事件後に生じる＂二
次的被害＂といわれる様々な問題にも苦しめら
れます。具体的には、被害に遭ったことによる
身体の不調、捜査・裁判に関わることによる精
神的・時間的負担、周囲の心ないうわさや中傷、
マスメディアによる無理解な対応や過剰な報道
によるプライバシーの侵害などです。また、生
計者を失うことで収入が少なくなり、生活が苦

しくなった遺族もいます。
　このような事態を受け、国の犯罪被害者支
援に関する諸施策は、昭和55年5月の「犯罪
被害者等給付金支給法」公布を皮切りに、平成
16年12月に「犯罪被害者等基本法」が公布され、
23年3月には「第2次犯罪被害者等基本計画」が
閣議決定されるなど、新たな段階に入りました。
一方、内閣府が20年度に実施した「犯罪被害
者等に関する国民意識調査」によると、国民の
うち、「裁判員制度」の意味が分かる人は約8割
であるのに対し、「犯罪被害者等基本法」や「被
害者参加制度」の意味が分かる人は1割・2割
しかおらず、犯罪被害者等の方々が置かれてい
る状況について社会的関心は高くないという結

果が出ています。
　犯罪被害者やその家族は地域社会において、
配慮され、支えられてこそ、再び平穏な生活を
取り戻せるようになります。国・都・区・関係
機関による各施策の推進とともに、皆さんが犯
罪被害者やその家族の置かれている状況と気持
ちを理解し、支援していくことが大切です。

［問合せ］人権同和・男女共同参画課人権同和担
当 5608－6322

犯罪被害者とその家族の人権
人 権 ・ 同 ムラコ題問和 �

犯罪被害者等支援
シンボルマーク


